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令和３年度
インキュベーション施設整備・運営費補助事業

補助事業のあらまし
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「インキュベーション施設整備・運営費補助事業」は、東京都が
認定した事業※のうち優れた取組に対して、施設運営のレベル
アップに必要な整備・改修及び運営に関する経費の一部の補助を行
うものです。
※東 京 都 が 行 う 「 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施 設 運 営 計 画 認 定 事 業 」 に よ り 採 択 さ れ た 事 業 の こ
と で す 。

事 業 説 明 資 料令 和 ３ 年 度 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施 設 整 備 ・ 運 営 費 補 助 事 業

本事業の目的と概要

・ 申 請 し 採 択 さ れ た 場 合 、 当 該 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施 設 の 改 修 工事や運
営 に要した経費に つ い て 、 最大3 年間、2 / 3 の補助率により後払いで補助
金 を受けることができます 。

・ 補 助 金 を 受 け る た め に は 「 都の認定事業」及び「公社の補助事業」と
も に採択されることが必要 で す 。

・ 現 在 「 都 の 認 定 」 が な く て も 、 今 年度に「認定事業」及び「補助事
業」に同時申請し、両者採択されることで補助を受けることができます 。
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事 業 説 明 資 料令 和 ２ 年 度 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施 設 整 備 ・ 運 営 費 補 助 事 業

補助対象事業

東京都が行う「インキュベーション施設運営計画認定事業」に認定された事業のうち、優
れた取組を行う事業者。ただし、大企業（みなし大企業を含む）は除く。

補助対象期間

«整備・改修費» 交付決定日から最長２年
«運営費» 整備・改修費の補助対象期間終了日の翌日から1 年以上最長２年
※原則、整備・改修費と運営費の補助対象期間は、通算３年間が上限です。

補 助 率 2/3以内（区市町村は、1/2以内）

補助限度額

«整備・改修費» 2,500 万円（区市町村は2,000 万円）
«運営費» 年毎2,000 万円（区市町村は年毎1,500 万円）
※多摩産材を使用して施設整備を行う場合及び多摩産材什器等を購入する場合は、
当該部分につき3/4 以内補助

補助対象経費

«整備・改修費»
工事費、施工管理費、建物・施設取得費、不動産賃借料、備品費、広告費
«運営費»
人件費、備品費、建物管理委託費、広告費、専門家報酬、備品等賃借料、会場借上料

事業概要
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〇東京都実施「インキュベーション施設運営計画認定事業」 で
認定された事業の実施に必要な経費であること。

〇補助対象期間（交付決定日から最大3年間）に契約、履行（取
得）、支払まで完了した経費であること。

〇契約書、支払証拠書類、その他必要な書類により、使途 、単価、
規模の確認ができ、本事業にかかるものとして明確に区分でき
る経費であること。

〇その他、募集要項記載のルールに従っていること。

事 業 説 明 資 料令 和 ２ 年 度 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施 設 整 備 ・ 運 営 費 補 助 事 業

補助対象経費として認められるための注意



© 2020 Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center

4

〇契約書、支払証拠書類、その他必要な帳票類が不備の経費

〇公租公課、通信運搬費、光熱水費、新聞購読料、書籍代、団体
等の会費、収入印紙代等

〇茶菓、飲食、娯楽、接待の費用

〇他の事業と補助事業とに明確に区分できない経費

〇業務委託等において成果物等の資産が受託者に帰属する契約を
締結したもの。業務委託のうち、受託者が第三者へ再委託した
もの

〇親会社、子会社、グループ企業等関連会社、役員の親族が経営
する会社、代表者の親族との取引
※その他詳細は募集要項をご確認ください。

事 業 説 明 資 料令 和 ２ 年 度 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施 設 整 備 ・ 運 営 費 補 助 事 業

補助対象経費として認められない例（一部）
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事 業 説 明 資 料令 和 ２ 年 度 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施 設 整 備 ・ 運 営 費 補 助 事 業

東京都実施「認定事業」のスケジュールと並行します

次ページの①～④をご参照ください

募集スケジュール
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事 業 説 明 資 料令 和 ２ 年 度 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施 設 整 備 ・ 運 営 費 補 助 事 業

①申請予約
6月16日（水）
～6月30日（水）

(1) 必ず募集要項等を確認し、申請書類を準備してください
(2) 申請受付日の予約は、左記期間内に東京都創業支援課へ電話で

行ってください

②申請受付
7月8日（木）
～7月16日（金）

(1) 上記①で予約した日に、準備した提出書類を持って、東京都庁
第一本庁舎20階へお越しください。

(2) 申請書類は、必ず説明できる方がお持ちください

③審査期間
受付後
～12月末

(1) いただいた書類を審査する期間です
(2) 適宜ご連絡し、内容を確認させていただく場合があります。
(3) また、現地調査（申請建物の調査）を実施する際は、日時指定

させていただき、お伺いします

④交付決定
令和4年1月上旬
（予定）

(1) 審査結果を踏まえ、補助金に係る採択/不採択をご連絡します
(2) 採択されたら、補助対象となった事業を開始してください

募集スケジュール（詳細）
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事 業 説 明 資 料令 和 ２ 年 度 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施 設 整 備 ・ 運 営 費 補 助 事 業

〇 申 請 に あ た っ て は 工 事 の 場 所 及 び 内 容 が 確 定 し て い る こ と が 必 要 で す

〇 既 存 施 設 及 び 工 事 計 画 に つ い て は 、 関 係 法 令 に 適 合 し て い る こ と が 必
要 で す 。
( 1 ) 「 対 象 物 件 チ ェ ッ ク リ ス ト 」 に よ り 、 施 設 建 物 の 状 況 を 確 認 し 、 可
能 な 限 り 法 令 違 反 等 の 疑 義 を 解 消 し て く だ さ い 。 な お 、 施 設 に つ い て 建
築 主 事 又 は 消 防 署 へ 相 談 し た 場 合 は 、 そ の 内 容 を 議 事 録 と し 、 申 請 時 に
提 出 し て く だ さ い 。
( 2 ) 図 面 に つ い て は 、 工 事 前 ・ 工 事 後 の ２ 種 類 に つ い て 縮 尺 、 寸 法 、 各
室 の 用 途 、 避 難 経 路 等 を 明 示 し た 平 面 図 を 必 ず 提 出 し て く だ さ い 。 な お 、
緩 和 措 置 、 法 令 根 拠 、 排 煙 計 算 の 根 拠 及 び 建 築 士 等 専 門 知 識 を 有 す る 方
の 記 名 ・ 押 印 さ れ た も の と し て く だ さ い 。 ※ 記 入 例 「 工 事 後 の 提 出 図 面 」 参 照

〇 補 助 金 の 支 払 は す べ て 後 払 い で す 。

〇 別 紙 「 募 集 要 項 」 「 Q & A 」 も あ わ せ て ご 確 認 く だ さ い 。

その他の注意事項
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申 請 に あ た っ て の ご 質 問 等 に つ い て は 、 下 記 の 方 法 に よ り 、 メ ー ルで東
京 都及び東京都中小企業振興公社双方へお寄せください 。 認 定 事 業 及 び
補 助 事 業 で 回 答 を ま と め 、 担 当 者 よ り ご 回 答 い た し ま す 。

事 業 説 明 資 料令 和 ２ 年 度 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 施 設 整 備 ・ 運 営 費 補 助 事 業

« ご 質 問 方 法 手 順 »

① ウ ェ ブ サ イ ト に ア ク セ ス し て く だ さ い
h t t p s : / / s t a r t u p -
s t a t i o n . j p / m 2 / s e r v i c e s / s o g y o k a s s e i -
i n c u / i n c u - s e n d /

② 表 示 さ れ る 『 ご 質 問 票 』 を ダ ウ ン ロ ー ド し 、 必 要 事
項 を 記 入 の う え 、 様 式 記 載 の ア ド レ ス （ 東 京 都 及 び 中
小 企 業 振 興 公 社 ） へ メ ー ル 添 付 の 上 送 信 し て く だ さ い

※ 質 問 受 付 の 期 間 は 、 申 請 の 予 約 期 間 終 了 ま で で す 。
ご 注 意 く だ さ い 。

ご質問について

https://startup-station.jp/m2/services/sogyokassei-incu/incu-send/

